
工 事 下 請 負 契 約 約 款 
 
第1 条(総 則）  スター総合建設株式会社（以下「甲」という。）と下請負人（以下「乙」という。）は、甲と発注者との契

約にかかる工事(以下「元請工事」という。)を完成するため、注文書、注文請書に定めるもののほか、この工事下
請負契約約款（以下「約款」という。）に基づき、図面、仕様書その他の図書（これらを「設計図書」という。以下同
じ。）及び甲の定める見積条件にしたがいおのおの対等の立場に立って誠実に契約を履行する。 

② 注文書、注文請書、設計図書及び見積条件に特別の定めのない事項は、すべてこの約款の定めるところによ
る。 

③ 第１項の設計図書は、甲が乙に貸与するものとし、乙は、工事が完成するなどこれが不用となったときは、すみ
やかに甲に返納する。 

 
第2 条（工事代金内訳書及び工程表）  乙は、甲の請求があったときは、設計図書に基づく工事代金内訳書、工

事計画書及び工程表を作成し、契約諦結後すみやかに甲に提出する。 
② 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 
 
第 3 条（関連工事との調整）  甲は、元請工事を円滑に完成するために、この工事と施工上関連ある工事（以下

「関連工事」という。）との調整を図り、乙はその指示に従う。 
② 乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡・調整を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。 
 
第 4 条（法令など遵守の義務）  甲及び乙は、施工にあたり建設業法、その他施工、労働者の使用などに関する

法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。 
② 甲は、乙に対し前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示・指

導を行い、乙はこれに従う。 
 
第 5 条（秘密の保持）  乙は、発注者及び甲の企業秘密並びに施工上の工法、技術これらに関する情報知識又

は営業上の秘密の一切を、工事の完成後であっても他に漏らすことはしない。乙は、その被用者(作業員を含む。
以下同じ。)及び乙の下請負人(再下請負が数次に及ぶときは、すべての下請負人を含む。以下｢再下請負人｣と
いう。)又はその被用者についてもこれらの秘密を保持させるものとする。   

 
第 6 条（特許権などの使用）  乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法、工事材料、建

築・土木及びそれらの付帯工事の設備の機器（以下「設備の機器」 という。）、工事用機器などを施工上使用す
るときは、その使用に関する一切の責を負う。ただし、甲の指図によって使用するものについてはこの限りでは
ない。 

② 乙は、契約の履行に際して知り得た施工方法、又は甲と共同で開発した施工方法などについて、甲の書面によ
る同意を得ないで使用し、又は特許権などの知的財産権を申請しあるいは第三者をして申請させない。 

 
第 7 条（安全・衛生の確保など）  乙は、施工にあたり工事従事者の労働災害の防止及び環境保全に万全を期

する。 
② 乙は、災害防止のため、甲の安全衛生管理の方針並びに安全衛生管理計画を遵守するとともに自ら作業基準を

確立し、かつ責任体制を明確にする。 
③ 乙は、その被用者又は再下請負人の被用者の災害補償について、労働基準法第８７条（請負事業に関する例

外）第２項に定める使用者として、補償引受の責を負う。甲が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き
受けた乙に対して、まず催告すべきことを請求することができる。 

④ 労働者災害補償保険(以下｢労災保険｣という。)の取扱いについては、以下の通りとする。 
 

1.甲が加入する労災保険を適用する場合を発注者負担という。ただし、乙若しくはその被用者又は再下請負人
若しくはその被用者の責による労災保険の不正受給或いは 故意又は重大な過失による事故などにかかわ
る徴収金の事業主負担分については、乙がこれを負担する。 

2.乙が加入する労災保険を適用する場合を受注者負担という。ただし労働保険の保険料の徴収等に関する法
律の定めにより、労災保険法による補償について、乙を事業主とする認可を受けなければならない。 

⑤ 甲が労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めにより、賃金方式によって労災保険に加入した場合は、乙
は乙又は再下請負人の被用者の賃金台帳などを甲に提出する。 
 

第 8 条（事業内容の報告）  甲又は乙は、必要があるときは、相手方にその事業経営の内容などについて、報告
を求め又は調査をすることができる。 

 
第 9 条（意見の聴取）  甲は、施工上の工程の細部、作業方法などを定めるに当たって、あらかじめ乙の意見を

聴取する。 
 
第10 条（保証人）  保証人は、甲又は乙の債務の不履行により生ずる金銭債務について甲又は乙と連帯して保証

の責を負う。 
② 前項の保証人が個人である場合、甲又は乙は保証人と保証契約を締結し、極度額を定めるものとする。 
③ 甲又は乙は、保証人に対して民法465 条の 10 第１項に規定する情報を提供するものとする。 
 
第11 条（書面主義）  この約款の各条項に基づく承諾、通知、指示、請求などは、原則として、書面により行う。 
 
第12条（権利義務の譲渡などの禁止）  甲又は乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡、承

継させない。また乙はこの契約により生ずる工事代金を第三者に代理受領させない。ただし、あらかじめ相手方
の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

② 甲又は乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した検査済み工事材料（製造工場などにある製品を含む。以下
同じ。）及び設備の機器(以下｢工事材料など｣という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目
的に供しない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

 
第 13 条（一括委任又は一括下請負の禁止）  乙は、一括して工事の全部又は大部分を第三者に委任し又は請

け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 
 
第 14 条（関係事項の通知）  乙は、次の各号に掲げる事項を、あらかじめ甲所定の様式によって報告し、又は申

請して甲の承諾を得る。報告又は承諾事項を変更するときも同様とする。 
１．乙の建設業許可、各種管理責任者、施工体制、稼動作業員数、賃金支払方法などに関する事項 
２．乙又は再下請負人の就労者名、有資格者名、持込工事用機器、車両などに関する事項 
３．自己に代わって現場代理人をおくとき、現場代理人に関する事項 

② 乙は、甲の指示に従って、契約された工事の履行について甲に報告する。 
 
第 15 条（再下請負人の申請）  乙は、工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせる場合は、その契

約(以下「再下請負契約」という。)に関し、再下請負人の名称、工事の種類、工期などの事項を、あらかじめ甲所
定の書式によって申請し甲の承諾を得る。承諾事項を変更するときも同様とする。 

② 乙は、乙の再下請負人がその工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせる場合は、その契約（そ
の契約にかかる工事が数次の契約によって行われるときは、それ以下のすべての契約を含む。以下第１項と同
じく「再下請負契約」という。）に関し、第１項に準じて処理する。 

 
第 16 条（乙の再下負人との書面契約）  乙は、その再下請負人と再下請負契約を諦結する場合は、工事の開始

に先立って、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた約款を添付して、書面によって行わなければならな
い。 
 

第 17 条（乙の再下請負人への指導義務）  乙は、次の各号に掲げる事項を再下請負人に指導しなければなら
ない。 
１．過去の実績などを考慮した再下請負人の選定 
２．書面による再下請負契約の締結 
３．雇用管理責任者、安全衛生責任者などの選任 
４．雇用通知書、賃金台帳、労働者名簿などの作成、交付 
５．賃金、工事代金などの支払い 
６．甲に対する災害発生報告及びその他甲の指導する事項 

 
第 18 条（作業所長）  甲は、自己に代わって工事現場を統括し、必要に応じて乙を指示・指導するとともに、関連

工事との調整を図って元請工事を円滑に完成するため作業所長をおく。 
② 乙がこの約款に基づく指示、検査、立会、承諾などを求めたときは、作業所長はすみやかにこれに応ずる。ただ

し、係員に代行させることができる。 
③ 甲は作業所長の氏名を乙に通知する。 
 
第 19 条（乙の現場代理人、主任技術者及び安全衛生責任者）  乙が現場代理人を置く場合、現場代理人は、

この契約の履行に関して、乙に代わって工事現場に常駐し、下記の事項を除き一切の事項を処理し、その責を
負う。ただし、工事現場の取締、安全衛生、災害防止など工事現場の運営に関する事項については、作業所長
の指示に従う。なお乙又は乙の再下請負人の就労時間については作業所長と協議して定める。 
１．工事代金の変更 
２．工期の変更 
３．工事代金の請求又は受領 
４．第２０条（工事関係者に関する措置請求）１項の請求の受理 
５．この契約の解除 

② 乙は法令に従って主任技術者を置かなければならず、主任技術者は、施工の技術上の管理をつかさどる。 
③ 現場代理人と主任技術者は、これを兼ねることができる。 
④ 乙は、安全衛生責任者の選任について甲に報告しなければならない。 
 
第 20 条（工事関係者に関する措置請求）  甲は、乙及び再下請負人の現場代理人、主任技術者及びその他の

被用者で、施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書
面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

② 乙は、作業所長、係員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示
した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

③ 甲又は乙は、前２項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方
に通知する。 

 
第 21 条（立会及び工事記録の整備）  乙は、地中又は水中の工事その他施工後には外から見ることができない

工事を施工するときは、甲の立会を求める。 

② 乙は、この契約又は甲の指示により、工事写真などの記録を整備すべきものと指定された工事を施工するときは、
その記録を整備し、甲の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。 

 
第 22 条（工事材料など及び工事用機器）  乙は、甲の検査に合格した工事材料などを使用する。工事材料など

のうち設計図書にその品質が明示されていないものについては、甲の指示による。 
② 乙は、甲が別に定める工事用機器を工事現場内に搬入して使用するときには、あらかじめ甲所定の様式によっ

て申請し甲の承諾を得る。甲は、その他の工事用機器について適当でないと認められるものがあるときは、乙に
対して、その交換を求めることができる。 

③ 乙は、第１項による不合格工事材料など及び前項による不適格工事用機器を、甲の指示によって遅滞なく引き取
る。 

④ 乙は、工事現場に搬入した工事材料など又は工事用機器を工事現場外に持ち出すときは、甲の承諾を受ける。 
 
第23 条（支給材料及び貸与品）  甲が支給する工事材料など（以下「支給材料」という。）又は貸与品は、あらかじ

め検査又は試験に合格したものとする。 
② 支給材料又は貸与品の取扱い詳細については、甲乙協議して定める。 
③ 乙は、支給材料又は貸与品について、善良なる管理者の注意を持って使用又は保管の責を負う。 
④ 乙は、支給材料(有償支給材料を除く。)が不用となったとき又は貸与品が使用済みとなったときは、すみやかに

これを甲に返却する。 
 
第24条（設計図書不適合の場合の改造義務）  乙は、施工が設計図書又は甲の指示に適合しない場合におい

て、甲がその改造、修補を請求したときは、これに従う。ただし、乙が甲の指定する期日までに改造、修補を行わ
ないことが明らかであるときは、甲は乙の負担において、自ら行うか又は他の者に行わせることができる。 

② 前項の不適合が作業所長の指示によるなど甲の責に帰すべき理由によるときは、改造、修補に要する費用は甲
の負担とし、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更することができる。 

 
第 25 条（条件変更など）  乙は、施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をも

ってその旨を甲に通知し、その確認を求める。 
１．設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと 
２．設計図書の表示が明確でないこと（図面と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏がある

ことを含む。） 
３．工事現場の地質、湧水などの状態、施工上の制約など設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が

実際と相違すること 
４．設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと 

② 甲は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、乙に
対してとるべき措置を指示する。 

③ 第１項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内
容、工期若しくは工事代金を変更することができる。この場合において、工期又は工事代金の変更については、
甲乙協議して定める。 

 
第26 条（工期を変更する場合の期間） 

甲及び乙は、工期を変更する場合、変更後の工期を通常必要と認められる期間に比して著しく短い期
間としないものとする。 

第 27 条（工事の変更、中止など）  甲は、必要があると認めるときは、原則として書面をもって乙に通知し、工事
内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があ
ると認められるときは、甲乙協議して工期又は工事代金を変更することができる。 

 
第 28 条（乙の請求による工期の延長）  乙は、天候の不良その他その責に帰することができない正当な理由に

より、工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもっ
て工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。 

② 前項の規定により工期を延期する場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工事代金を変更
することができる。 

 
第 29 条（甲の請求による工期の変更など）  甲は、必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の変更を求

めることができる。この場合における変更日数は、甲乙協議して定める。 
② 前項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工事代金を変更することができる。 
 
第30条（賃金又は物価の変動に基づく工事代金の変更）  工期内に賃金又は物価の変動により工事代金が不

適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して工事代金を変更することができる。 
② 甲と発注者との間の請負契約において、当該工事を含む元請工事の部分について賃金又は物価の変動を理由

にして請負代金額が変更されたときは、甲又は乙は、相手方に対し前項の協議を求めることができる。 
 

第 31 条（臨機の措置）  乙は、災害防止などのため必要があると認められるときは、甲に協力して臨機の措置をと
る。 

② 乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、工事代金の範囲内に
おいて負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の
負担額は、甲乙協議して定める。 

 
第 32 条（一般的損害）  工事目的物の第３５条（完成検査）による完成検査前に、工事目的物又は工事材料など、

支給材料、貸与品について生じた損害その他施工に関して生じた損害（次条（第三者に及ぼした損害）第２項又
は第３４条（不可抗力による損害）に規定する損害を除く。）については、乙がその費用を負担する。ただし、その
損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。 

 
第 33 条（第三者に及ぼした損害）  工事の施工について第三者（関連工事の請負人などを含む。以下本条にお

いて同じ。）に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事
由により生じたものはこの限りでない。 

② 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶
などの理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲が発注者と協議して対処する。 

③ 工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協議してその処理解決に当たる。 
 
第 34 条（不可抗力による損害）  天災など（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動そ

の他の自然的又は人為的な事象）、甲乙双方の責に帰すことができないもの（以下「不可抗力」という。）により、
甲の確認した工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料など、支給材料、貸与品又は工
事用機器に損害（乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。）が生じたときは、甲がこれを
負担するものとし、その負担額については取片付けに要する費用とともに、甲乙協議して定める。 

 
第 35 条（完成検査）  乙は、工事を完成したときは、甲に通知するものとし、甲は、乙の立会のもとに遅滞なく完成

確認の検査を行う。 
② 前項の検査に合格しないときは、乙は甲の指摘事項を整理確認し、修補方法について甲の承諾を得て遅滞なく

これを修補し、甲の検査を受ける。 
③ 施工中の工程に基づく日常の立会検査についても前２項を準用する。 
④ 甲は、乙が工事目的物の完成引渡の申し出を行わないときは、完成検査をした後工事代金の支払いの完了と同

時に工事目的物の引渡を求めることができ、乙は直ちに引渡さなければならない。 
 
第 36 条（完成前使用）  甲は、乙の工事完成前においても、乙の工事目的物の全部又は一部を自ら使用するか

又は第三者に使用させることができる。ただし、乙は、必要があるときは、甲の同意を得て、その使用中止を求め
ることができる。 

② 前項の場合において、甲又は第三者は、善良な管理者の注意を持ってこれを使用するものとし、その使用によ
って乙に損害を及ぼしたときは、これを補償する。 

 
第 37 条（工事代金の支払方法及び時期）  工事代金の支払方法及び時期は注文書、注文請書の定めるところ

により甲の住所地において支払うものとする。ただし、甲の本社との契約の場合は、当該工事が管理される甲の
支店の住所地において支払うものとする。 

② 甲又は乙は、やむを得ない場合には、注文書、注文請書の定めにかかわらず、相手方の同意を得て工事代金
の支払の時期又は支払方法の変更を求めることができる。 

③ 前項の場合において、甲又は乙は、相手方の被った損害の負担について協議して定める。 
 
第38 条（前払金） 乙は、注文書、注文請書に特約ある場合は、甲に対して、前払金を請求することができる。  
 
第 39 条（部分払） 乙は、甲の査定した出来形部分について、注文書、注文請書に定めるところにより部分払を請

求することができる。 
② 乙は、甲の指定する場所に搬入した検査済工事材料など及び製造工場などにある検査済工場製品については、

注文書、注文請書に特約ある場合は、部分払を請求することができる。 
 
第 40 条（完成時の支払）  乙は、工事が第３５条（完成検査）の検査に合格したときは、未受領工事代金を請求す

ることができる。ただし、引渡を要する工事にあっては引渡の時とする。 
② 甲乙協議し必要と認められる場合は、甲は支払の一部を留保することができる。 
 
第 41 条（賃金などの立替払）  乙が乙の被用者の賃金、乙の再下請負人への工事代金、材料代金などの支払い

を遅滞したとき、又は支払を遅滞するおそれがあるときで、その被用者や再下請負人又は材料納入業者などか
ら甲に対して書面による支払請求があった場合において、乙が甲からその支払の勧告を受け、なお支払を履行
しないときは、甲がこれを立替えて支払うことに乙は異議を述べない。ただし、甲は原則として事前に乙から事情
を聴取する。 

② 乙の再下請負人がその被用者の賃金、再下請負人への工事代金、材料代金などの支払を遅滞したとき、又は支
払を遅滞するおそれがある時は、乙は、乙の再下請負人に代わって直ちにこれを支払うなど適切な措置を講ず
るものとし、かつ講じた措置について直ちに甲に報告するものとする。 

③ 前項の場合において、乙が適切な措置を直ちに講じないときは、甲は、乙に代わってこれを立替払することがで
き、これを乙に対する立替金として処理することができる。 

④ 前１，３項の場合、甲は乙への支払を留保することができる。 
 
第 42 条（工事代金との相殺）  甲は、この約款に定める立替金、賠償金などの債権を、発生と同時に乙に対する

工事代金と相殺することができる。 
② 甲は、乙において第４７条（甲の解除権）第１項の各号の一に該当したときは、契約解除の有無に関わらず、乙に

対する前払金、貸付金など一切の債権について、その弁済期の到来するか否かを問わず工事代金と相殺するこ
とができる。 

 
第43 条（乙の中止権）  次の各号の一にあたるときは、乙は工事を中止することができる。 

１．甲が、正当な理由なしにこの契約に基づく支払を遅延し、乙が相当の期間を定めて催告してもなお支払わな
いとき 

２．不可抗力により、工事目的物に損害が生じ、あるいは工事現場の状態が変動したため施工できないと認めら
れるとき 

② 甲は、前項の場合において、乙がその工事の続行に備え、工事現場を維持し又は作業員、工事用機器を保持
するための費用その他施工の中止に伴う損害（逸失利益を除く）を補償する。この場合において補償額は、甲乙
協議して定める。 

              
第 44 条（契約不適合責任）  工事目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの（以下、「契

約不適合」という。）であるときは、甲は乙に対して、相当の期間を定めて、目的物の修補又は代替物の引渡しに
よる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が重要でなく、かつ、その履行の追完に過分の費
用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。 

② 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき
は、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当
する場合は、催告することなく直ちに代金減額を請求することができる。 
１．履行の追完が不能であるとき 
２．乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき 
３．工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を
した目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき 

４．前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完をしないでその時期を経過
したとき 

③前２項の契約不適合があった場合、甲は乙に対して、履行の追完若しくは代金の減額に代え又は履行の追完若
しくは代金の減額とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約不適合がこの契約及び取引上
の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 

 
第45 条（契約不適合責任期間） 

前条の履行の追完、代金の減額又は損害賠償を請求することのできる期間は、甲が発注者に工事目的物を引
渡した日から2年間とする。ただし、その契約不適合が乙の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該
請求をすることができる期間は 10 年間とする。 

② 前項にかかわらず、注文書、注文請書に特約ある場合はそれに従う。 
③ 第１項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該請求等の根拠を示し

て、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 
④甲が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下本条において「契約不適合責任期間」とい

う。）の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項
に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間内に請求等をしたものとみなす。 

⑤ 第１項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指示により生じたものであるときは、これ
を適用しない。ただし、乙がその支給材料又は甲の指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった
ときは、この限りではない。 

⑥ 第１項にかかわらず、この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律第８７条第１項に定める住宅を新築す
る建設工事の請負契約に該当する場合、乙は甲に対して、甲が発注者に工事目的物を引渡した日から１０年間、
住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として同法施行令第６条第１項及び第２項に
定めるものの契約不適合（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く）について、前条第１項乃至第３項
の責任を負う。 

   ただし、甲と発注者との間の請負契約において１０年を越える期間を定めた場合は、乙は、その期間前条第１項
乃至第３項の責任を負う。 

 
第46条（履行遅滞による損害金）  甲は、乙の責に帰する理由によって完成期日までに工事を完了することがで

きない場合においては、これがため甲が発注者或いは他の下請負人に対して支払う違約金又は損害金を、乙
に対して請求することができる。 

② 乙は甲が支払期日に工事代金を支払わないときは、年３％の遅延利息を甲に請求することができる。ただし、乙
が特定建設業者でなく個人企業又は資本金４，０００万円未満の法人であるときは、遅延利息は建設業法第２４条
の５（特定建設業者の下請代金の支払期日等）第４項に定める割合（年１４．６％）とする。 

 
第 47 条（甲の解除権）  甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告なくして、この契約を解除することがで

きるものとし、乙の転居先不明、受領拒絶などにより、甲の、乙に対する解除通知が送達されない場合、それが
乙の発行した注文請書などにより乙が甲に通知した住所地に発送されたものであれば、解除通知が甲に返送さ
れた時点で解除がなされたものとする。また、解除に伴う損害賠償請求には一切応じないものとする。 
１．正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき 
２．その責に帰すべき理由により、工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと明らか

に認められるとき 
３．建設業の許可を取り消されたとき又はその許可が効力を失ったとき 
４．強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算開始・再

生手続開始の申し立てをし、もしくは受けるなど乙が工事を続行できないおそれがあると認められるとき 
５．乙が第12 条の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき 
６．前 5 号にあげる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認

められるとき 
７．第４８条（乙の解除権）の規定によらないでこの契約の解除を乙が申し出たとき 
８．乙または乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者（下請負が数次にわたるときは

その全てを含む）が次の一に該当するとき 
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反

社会的勢力」という）に属すると認められるとき 
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき 
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
(6) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞、営業

妨害行為、または名誉棄損行為を用いたとき 
② 甲は、工事が完成しない間は、前項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができ

る。 
③ 元請工事が解除されたとき、又は元請工事の内容が変更されるなどしてこの契約の目的が消滅したときは、この

契約は当然に効力を失うものとする。 
 
第48 条（乙の解除権）  乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、この契約を解除することができる。 

１．第２７条（工事の変更、中止など）の規定により工事内容を変更したため工事代金が６／１０以上減少したとき 
２．第４３条（乙の中止権）第１項の規定による工事の施工の中止期間が工期の１／２（工期の１／２が６ヶ月を超

えるときは６ヶ月）を、中止が工事の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の工事が完了した後工期
の１／４（工期の１／４が３ヶ月を超えるときは３ヶ月）を経過しても、なおその中止が解除されないとき 

３．甲がこの契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき 
４．甲が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算開

始・再生手続開始の申し立てをし、もしくは受けるなど甲が契約の履行を継続できないことが認められるとき 
 

第 49 条（解除に伴う措置）  甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ出来高を査定し、
当該検査に合格した部分及び第３９条(部分払)第２項に規定する部分払の対象となった工事材料などの引渡を
受けるものとし、当該引渡を受けた出来形部分に相応する工事代金相当額を乙に支払うものとする。 

② 第１項の場合において、第３８条（前払金）又は第３９条（部分払）の規定による支払があるときは、当該支払金額
の額を第１項の出来形部分に相応する工事代金相当額から控除する。 

③ 第４７条（甲の解除権）第３項の規定によってこの契約が効力を失ったときは、甲乙協議して精算する。 
④ 甲は、前２条（甲の解除権、乙の解除権）の規定によってこの契約が解除された場合において、この契約の工事

につき乙及び乙の再下請負人の被用者の賃金などが未払の場合で、被用者などから直接支払請求があったと
きは、甲が乙に代わって、乙に支払うべき工事代金からこれを支払うことができる。この場合、甲の支払と同時に、
甲の乙に対する同額の工事代金債務が消滅する。 

⑤ 乙は、前２条（甲の解除権、乙の解除権）の規定によってこの契約が解除された場合において、甲に弁済すべき
債務があるときは、直ちにこれを弁済する。なお、乙は、第４７条（甲の解除権）第１項の規定によってこの契約が
解除された場合は、この弁済債務に対し、その支払を受けた日から弁済の日までの日数に応じ、年３％の利息を
付して甲に弁済する。 

⑥ 甲は、第４７条（甲の解除権）第１項の規定によってこの契約を解除したため損害を被った場合は、乙にその損害
の賠償を請求することができる。また、乙は、第４７条（甲の解除権）第２項の規定によってこの契約を解除されも
しくは前条（乙の解除権）の規定によってこの契約を解除したため損害を被った場合は、甲にその損害（逸失利
益を除く）の賠償を請求することができる。 

⑦ 甲及び乙は、この契約が解除された場合は、協議して甲または乙に属する物件について期間を定めてその引き
取り、後片付けなどの処理を行う。処理が遅れているとき、催告しても正当な理由がなく行われないときは、相手
方に代わってこれを行い、その費用を請求することができる。 

 
第50条（反社会的勢力の排除） 乙又は乙の再下請負人（再下請負が数次にわたるときはその全てを含む。以下

同じ。）は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではな
いことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

② 乙は、乙又は乙の再下請負人が反社会的勢力による不当要求又は工事妨害を受けた場合には、断固としてこれ
を拒否するとともに、速やかに甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を行うも
のとする。 

 
第 51 条（紛争の解決）  この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、又

は、契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者又
は建設業法による建設工事紛争審議会（以下「審議会」という。）のあっせん又は調停により解決を図る。 

② 甲及び乙は、その一方又は双方が前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めた場合
において、双方が合意したときは審議会の仲裁に付するものとする。 

 
第 52 条（団体への加入）  乙は、原則として、甲と甲の下請負人で組織する団体に加入する。また甲の下請負人

で組織する団体への加入を希望し入会した場合は、会則等を遵守の上、労働災害の防止、雇用条件の改善、経

営基盤の向上、加入者相互の扶助と親睦などの活動に積極的に参加する。 
 
第53 条（補則）  契約書ならびにこの約款の疑義及びこれらに定めのない事項については、必要に応じて甲乙協

議して定める。 
 
 

物 品 等 売 買 契 約 約 款 
 
第１条（総 則）買主・スター総合建設株式会社（以下「甲」という。）と売主（以下「乙」という。）は、物品等の売買に関

し甲乙の合意に基づいて成立したこの契約条件を誠実に履行する。 
第２条（物品の納期）乙は、契約納期を厳守するとともに、甲が元請工事の工程上、物品の分納又は納期の変更を

指示した場合、これに従うものとする。 
第３条（書類の提出）乙は、甲から納入物品などの内訳書、仕様書、設計図書を求められた場合は、速やかに提出

しなければならない。 
第４条（納入検査、不適合品の措置）乙は、納入物品が図面、仕様書、見積条件及び甲の指示並びに甲の納入

検査に適合しない場合は、所定期間内に自らの負担で手直し、又は取替えるものとする。 
第５条（売買代金の支払）売買代金は、注文書、注文請書の定めるところにより、甲の住所地において支払うものと

する。ただし、甲の本社との契約の場合は、当該工事を管理する甲の支店の住所地において支払うものとする。 
② 甲又は乙は、やむを得ない場合には、協議のうえ売買代金の支払条件を変更することができる。 
第６条（売買代金との相殺）甲が乙に対し、前払金、立替金、賠償金などの債権を有するときは、甲は当該債権の

弁済期の到来すると否とを問わず、乙に対する売買代金と相殺することができる。 
第７条（所有権の移転）納入検査及び受渡しの終了した物品の所有権は、その都度甲に移転するものとする。 
第８条（危険負担）所有権の移転前に生じた納入物品の滅失、き損、減量、変質その他一切の損害は、甲の責に帰

すべきものを除き、乙の負担とする。 
第９条(契約不適合責任)乙の納入物品につき、種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの（以下、

「契約不適合」という）が発見されたときは、甲は乙に対し、相当の期間を定めて代替品との交換、又は目的物の
修補による履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が重要でなく、かつ、その履行の追完に過
分の費用を要するときは、甲は履行の追加を請求することができない。 

② 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき
は、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当
する場合は、催告することなく直ちに代金減額を請求することができる。 

１．履行の追完が不能であるとき 
２．乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき 
３．工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を
した目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき 

４．前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完をしないでその時期を経過
したとき 

③前２項の契約不適合があった場合、甲は乙に対して、履行の追完若しくは代金の減額に代え又は履行の追完若
しくは代金の減額とともに損害の賠償を請求することができる。ただ当該契約不適合がこの契約及び取引上の社
会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 

第10 条（契約不適合責任期間） 
 前条第1項の履行の追完、代金の減額又は損害賠償を請求することができる期間は、甲の請負工事の完成後2年

間とする。 
②第１項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該請求等の根拠を示して、

乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 
③甲が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下本条において「契約不適合責任期間」とい

う。）の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項
に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間内に請求等をしたものとみなす。 

第11 条（損害の負担）乙は、工事目的物、工事用材料、建築・土木及びそれらの付帯工事の設備の機器及び工
事用機器、又は第三者等に損害を与えた場合はその損害を賠償し自らの負担で解決しなければならない。 

第12 条（秘密の保持）乙は、この契約の履行に伴い知り得た甲の企業秘密、工法、技術、情報知識、又は営業上
の秘密の一切を契約終了後であっても、他に漏らしてはならない。 

第13条（特許権などの使用）乙は、納入物品が特許権その他第三者の権利の対象となっているものである場合は、
その利用に関する一切の責任を負う。 

第14条（権利義務の譲渡などの禁止）甲又は乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡、継承
させない。また乙はこの契約により生ずる売買代金を第三者に代理受領させない。ただし、相手方の書面による
承諾を得た場合は、この限りでない。 

第15条（履行遅滞の場合の損害金）乙が正当な理由なく納入期限内に契約物品を完納（分納）する事ができない
場合においては、甲は、これによって受けた損害の賠償を乙に請求することができる。 

第16 条（甲の解除権）  甲は、乙または乙の下請負者、再委託先、代理人若しくは媒介者及びその代表者、責任
者、実質的に経営権を有する者（これらを合わせて再下請負人等といい、再下請負人等が数次にわたるときはそ
の全てを含む。以下同じ。）が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することが
できる。 
１．暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会

的勢力」という）に属すると認められるとき 
２．反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 
３．反社会的勢力を利用していると認められるとき 
４．反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 
５．反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
６．自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた

とき 
第17 条（契約内容の変更及び解除）甲は、発注者から請負った工事の内容が変更されたとき、又は作業環境の

改善、安全性の改善、産業廃棄物の量の低減、工法の改良その他甲が必要とした場合は、契約内容の変更、契
約の全部又は一部の解除をすることができる。 

② 乙が正当な理由なくこの契約を履行しない場合若しくは契約の履行が困難と認められる場合又は乙が第14条の
規定に違反して、売買代金債権を譲渡した場合は、甲はこの契約を催告することなく解除することができる。 

③ この契約の履行の全部又は一部が乙の責に帰すべき事由により不能と認められるときは、甲は契約を解除でき
る。 

④ 前２，３項の場合、これによって生じたすべての損害は乙の負担とする。 
第18 条（反社会的勢力の排除） 乙又は乙の再下請負人等は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的

勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確
約する。 

② 乙は、乙又は乙の再下請負人等が反社会的勢力による不当要求又は工事妨害を受けた場合には、断固としてこ
れを拒否するとともに、速やかに甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を行う
ものとする。 

第 19 条（団体への加入）乙は、原則として甲と甲の受注者で組織する団体及び甲の受注者で組織する団体に加
入し、それぞれの会則等を遵守の上、労働災害の防止、経営基盤の向上、加入者相互の扶助と親睦などの活動
に積極的に参加する。 

第20 条（補則）注文書、注文請書、添付書類及びこの約款に定めのない事項については、甲乙協議して定める。 
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